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１ はじめに 

 

 環境省では、廃棄物処理施設整備計画（平成２０年３月２５日閣議決定）に

より、廃棄物処理施設の長寿命化を図り、そのライフサイクルコストを低減す

ることを通じ、効率的な更新整備や保全管理を充実する「ストックマネジメン

ト」の導入が推進されています。 

このような中で、ストックマネジメントの導入に向けて、廃棄物処理施設の

機能保全を行うための統一的な仕組みや、廃棄物処理施設の長寿命化を進める

手引きの整備が急務であることから、平成２１年度に「廃棄物処理施設長寿命

化計画作成の手引き（し尿処理施設・汚泥再生処理センター編）」（以下「手

引き」という。）としてとりまとめられました。 

廃棄物処理施設は、施設を構成する設備・機器や部材が高温・多湿や腐食性

雰囲気に暴露され、機械的な運動により摩耗しやすい状況下において稼働する

ことが多いため、他の都市施設と比較すると性能低下や摩耗の進行が速く、施

設全体としての耐用年数が短いとされており、し尿処理施設の場合、放流水質

基準の強化、搬入物の量及び性状の大きな変化等への対応と設備装置の経年劣

化を理由に、竣工から２０～３０年程度で施設全体の更新が行われるケースが

多くなっています。このような状況から、し尿処理施設については、延命化対

策の際に併せて新技術の導入により、性能の向上を図ることや、日常の運転管

理と定期的な点検整備、基幹的設備の更新等を適正かつ的確に実施することで

設備機能を保持し、施設をできるだけ長く維持活用することが求められており、

ストックマネジメントの考え方を導入することにより施設の長寿命化を図る 

ことが重要と示されています。 

この報告書は、相楽郡広域事務組合が平成１８年度に構成町村の衛生主管課

長により構成されます「し尿処理事業の今後のあり方検討会」において取りま

とめられた報告書の考え方を踏襲しつつ、今日的な課題や取り巻く状況などか

ら総合的に判断し、今後の方向性を確認するとともに、その方策について掘り

下げた議論を行い、取りまとめたものであります。 

 

 

２ 相楽郡広域事務組合大谷処理場の現状 

 

相楽郡広域事務組合大谷処理場（以下「大谷処理場」という。）は、平成９

年度から平成１２年度までの４か年をかけ、高負荷脱窒素処理＋高度処理方式

を採用した日量７６kℓ（し尿４７kℓ、浄化槽汚泥２９kℓ）の処理能力を持つ施

設として平成１３年度に供用開始しました。しかし、機器の一部には前処理機
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の一つである破砕機などは平成１０年度から使用しているため、経年劣化が進

み、更新が必要になってきているものもあります。今後とも日常的な点検業務

や定期的な維持補修工事をしていくことは当然のことですが、こうした水処理

施設は一定の時期に施設全体の大規模な修繕、更新工事が必要になってきます。 

し尿・浄化槽汚泥（以下「し尿等」という。）の搬入量は、構成市町村のう

ち木津川市、和束町及び精華町の３市町においては、公共下水道事業の推進に

より、搬入量が毎年減少してきており、今後も減少していくことが予想されま

す。しかしながら、下水道計画のない笠置町、南山城村や木津川市、和束町、

精華町における下水道未整備区域のし尿等の処理が今後とも必要となってく

ることから、大谷処理場は、し尿等の中間処理施設として本圏域には欠かせな

い施設となっております。 

 

 

３ 改修方針 

 

平成１８年度に取りまとめられた「大谷処理場の今後のあり方について報告

書」に示された、６つの方策について、それぞれの課題を洗い出すとともに、

課題解決が可能かについて検討したうえで、実現性及び効果を、同様の改修を

行った施設の調査結果も勘案したうえで、あらゆる角度から検討を加えました。 

その結果、改修方針は、「大谷処理場の今後のあり方について報告書」の結

論と同じく、「①搬入量の減少に伴い現行の処理方式で規模を縮小する。」又

は「②搬入量の減少に合わせて規模は縮小するが、脱水汚泥を焼却処理せずに

陸上処分する」という内容で決定しました。（３～４ページ参照。） 
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「大谷処理場の今後のあり方について報告書」で取りまとめられた、具体的な改修方法ごとに、課題について一定の整理を実施

した結果、下表のとおりとなりました。 

 

 

改修方法 具体的な改修内容（概算事業費） 課  題 実現性及び効果 判 定 

 

①搬入量の減少に伴い

現行の処理方式で規模

を縮小する場合 

 

（現状の設備のまま処

理能力に合わせる。規模

を半分にする。） 

 

し尿、浄化槽汚泥の区別せずに混合して受け入れ、前処理機や脱水設備

等については現在２台設置している機器を１台に減らすことによって、経

費を削減する。 

流動床のブロワー類、薬注ポンプの能力を処理量に合わせて変更する。

焼却・乾燥設備の更新を行う。 

改修した後、更に１２～１５年使用することを前提にその他の機器、各

種水槽及び施設（建屋）の改修又は更新を行う。 

この場合は ◎概算予算   ５５９，５００千円 

（受入設備３４，５００千円、前処理設備９５，０００千円、生物処理設

備７０，０００千円＋凝集沈殿設備２５，０００千円＋ろ過設備５５，０

００千円＋焼却・乾燥設備１５０，０００千円＋共通設備１３０，０００

千円）の事業費が必要となる。 

 

 

・焼却炉の稼働日数の減少（現

状は、週２日ないし３日） 

・焼却・乾燥設備（特に焼却炉）

の維持管理に毎年コストがか

かる 

・焼却炉の耐火煉瓦の更新が概

ね１０年に一度必要 

・Ａ重油の使用による環境への

負荷及び燃料費の高騰 

・現在２台設置している機器

（前処理機や脱水設備等）を１

台に減らすことにより、１台が

故障したときの対応 

 

・全国的（類似のし尿処理施設

等）にみても採用されているケ

ースが多い。 

・今日的な循環型社会の推進と

いう観点からは課題が残るも

のの実現性は高い。 

・施設のコンパクト化によりラ

ンニングコストの軽減も図る

ことができる。 

○ 

 

②搬入量の減少に合わ

せて規模は縮小するが、

脱水汚泥を焼却処理せ

ずに陸上で処分する場

合 

 

（焼却・乾燥設備を廃止

する。その他の設備は、

現状の設備のまま処理

能力に合わせる。規模を

半分にする。） 

 

既設の焼却・乾燥設備を撤去し、脱水汚泥及びし渣を場外処分するため

にホッパー、搬送機を新設する。 

その他の工事は、①に準じる。 

この場合は ◎概算予算   ４３６，５００千円 

（①概算予算５５９，５００千円－焼却・乾燥設備１５０，０００千円 ＋

し渣、脱水汚泥ホッパー２７，０００千円）の事業費が必要となる。 

 なお、脱水汚泥等の陸上処分に要する費用は 

◎ ７２，０００千円（＝５０千円×６㎥×２４０日） 

◎△３５，５６０千円（重油、電気、整備費、労務費平成１８年度現在

で試算） 

 

 

・脱水汚泥及びし渣の場外処分

先の検討。（民間委託や管内の

ごみ焼却施設での焼却など） 

・運転維持管理業務にかかる人

員１人削減により、合特法の趣

旨に準じた措置としての代替

業務分が減少する 

・現在２台設置している機器

（前処理機や脱水設備等）を１

台に減らすことにより、１台が

故障したときの対応 

 

・廃棄物の域内処理という観点

からは課題が残るものの実現

性は高い。 

・焼却設備等の廃止により、コ

スト面等を含め、効果が一番高

いと思われる。 

・全国的（類似のし尿処理施設

等）にみても採用されているケ

ースが多い。 

○ 
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③公共下水道施設の汚

泥を受け入れる場合（設

定：処理能力７６kℓ） 

 

 

 

前脱水機、高分子自動溶解装置を設置する。 

この場合は  ◎概算予算  １，１７９，０００千円 

（①概算予算５５９，５００千円×２倍＋前脱水設備６０，０００千円）

  の事業費が必要となる。 

 

 

・下水道汚泥を処理することの

地元住民の承諾 

・下水道汚泥の確保 

 

 

・実現性に乏しい。 

・地元住民の承諾は困難であ

り、今後の将来性を考慮する

と、時間と労力に対し、非効

率的である。 

・管内の下水道施設との交渉

で下水道側のメリットを示せ

るか困難である。 

△ 

 

④汚泥再生処理センタ

ーとしての機能を付加

する場合 

 

下水道施設の汚泥を受け入れて一定の処理量を確保し、汚泥を焼却せず

に堆肥化する方法である。廃棄物のリサイクルなど循環型社会の推進が課

題となっていることから国等が推奨しているものである。 

この場合は  ◎概算予算  １，３７９，０００千円 

 （③概算予算１，１７９，０００千円－焼却・乾燥設備１５０，０００

千円×２倍＋汚泥再生処理設備５００，０００千円） 

の事業費が必要となる。 

 

・下水道汚泥を処理することの

地元住民の承諾 

・下水道汚泥の確保 

・リサイクルの観点とランニン

グコストの観点の比較 

・循環型社会形成推進交付金の

交付条件のクリア 

・肥料の配布等 

 

・実現性に乏しい。 

・地元住民の承諾は困難であ

り、今後の将来性を考慮する

と、時間と労力に対し、非効

率的である。 

・循環型社会形成推進交付金

があるが、整備コストが高い。

 

△ 

 

⑤公共下水道施設に直

接投入する場合 

 

し尿・浄化槽汚泥の前処理施設を建設し、前処理されたし尿・浄化槽汚

泥を下水道処理水を２０倍程度に希釈し再利用する方法である。 

この場合は ◎概算予算   ５００，０００千円 

の事業費が必要となる。 

 

 

・し尿等の投入に対する地元住

民の承諾 

・管内のどこの下水道施設に投

入するのか 

・関係市町の下水道部局との調

整（技術面等） 

・運転維持管理業務にかかる人

員削減により、合特法の趣旨に

準じた措置としての代替業務

分が減少する 

 

・実現性に乏しい。 

・地元住民の承諾は困難であ

り、今後の将来性を考慮する

と、時間と労力に対し、非効

率的である。 

・下水配管等、物理的に困難

である。 

 

△ 

 

⑥前処理のみ大谷処理

場で行い、下水道施設へ

運搬し投入する場合 

 

受入、前処理設備及び脱臭設備のみ更新するので、生物処理工程以降の

設備は不要となる。 

この場合は ◎概算予算   １８４，５００千円 

（受入設備３４，５００千円、前処理設備９５，０００千円、脱臭設備 

３０，０００千円＋不用設備撤去、産廃処分費２５，０００千円） 

 ※ 但し、下水道施設までの運搬費用が別途必要になる。 

 

 

・し尿等の投入に対する地元住

民の承諾 

・管内のどこの下水道施設に投

入するのか 

・下水道施設までの運搬（運搬

量等） 

・運転維持管理業務にかかる人

員削減により、合特法の趣旨に

準じた措置としての代替業務

分が減少する 

 

・実現性に乏しい。 

・地元住民の承諾は困難であ

り、今後の将来性を考慮する

と、時間と労力に対し、非効

率的である。 

・管内の下水道施設との交渉

で下水道側のメリットを示せ

るか困難である。 

 

△ 
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４ 具体的な改修方法の検討 

 

現在までの修繕工事の実績や精密機能検査における指摘事項等を踏まえ、可

能な限り既存の施設を維持しつつ、延命化を図り、必要最小限の改修を行うこ

ととして、イニシャルコストだけではなく、ランニングコストを含めた中長期

のスパン（１５年間）での概算経費を算出するとともに、コスト面だけでなく、

環境負荷の観点からの考察も加えるものです。なお、積算にあたっては、手引

きを参考とし、更新すべき項目の概算事業費については、大谷処理場建設時の

事業費や先進地の事業費を参考に算出するものです。 

 具体的な積算金額については、平成２６年度にコンサルタントを入れて検討

を加えますが、概算事業費は表－１のとおりです。（巻末に積算資料を添付） 

 なお、概算事業費の積算にあっては、次のとおりの条件で積算しています。 

（１）長寿命化の期間は、手引きに、『長寿命化は１０～１５年程度』とし

ていることや、先進地事例（桜井市衛生センター・下市町紫水苑）と同

様に１５年とした。 

（２）イニシャルコストは、３ページ概算事業費額を採用。 

（３）ランニングコストのうち、 

ア 人件費は、平成２５年度予算ベースで積算し、延命化する場合、所

長＋技師として積算。 

イ 用役費は、平成２５年度予算ベースで積算し、延命化する場合①は、

電力費のみ１０％カットで積算。 

    延命化する場合②は、①から重油分を減じて積算、脱水汚泥運搬処

分費は、50 千円/㎥×3㎥×240 日（平成２４年度実績）で積算。 

ウ 点検補修費は、平成２５年度予算ベースで積算し、延命化しない場

合は、手引きに、『点検補修費は経過年数１５年以降も補修範囲の拡

大とともに、増加を続ける。』とあり、毎年１０％増で積算。延命化

する場合②は、焼却設備工事費（12,000 千円）を減じて積算。 
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表－１ 概算事業費 

 

※延命化工事は、単なる延命化だけでなく、省エネなどＣＯ２削減に資する機能 

向上が可能な場合は、循環型社会形成推進交付金の交付対象となります。 

 

 

 

 

 
延命化する場合 

延命化 

しない場合 
改修方法①の場合 改修方法②の場合 

イニシャル 

コスト 

（初期費用） 

延命化 

工事費 

延命化工事費 

559,500 千円

延命化工事費 

436,500 千円

・559,500 千円 

・ 27,000 千円 

（脱水汚泥ホッパー

等工事費） 

・△150,000 千円 

（焼却・乾燥設備費）

― 

ランニング 

コスト 

（運転費用） 

人件費 
27,000 千円・4人×

15 年＝405,000 千円

20,000 千円・3人×

15 年＝300,000 千円

47,000 千円・7人×

15 年＝705,000 千円

用役費 

・電力費 

・薬品費 

・水道光熱費 

・委託費 

74,000 千円×15 年

＝1,110,000 千円 

計 1,500,000千円 

・64,000 千円×15 年

＝960,000 千円 

・脱水汚泥運搬処分

費 36,000 千円×15

年＝540,000 千円 

76,500 千円×15 年

＝1,147,500 千円 

点 検 

補修費 

50,000 千円×15 年

＝750,000 千円 

38,000 千円×15 年

＝570,000 千円 

50,000 千円×年

10％増×15 年＝ 

1,588,620 千円

合 計  2,824,500 千円  2,806,500 千円  3,441,120 千円

削減額 

（延命化しない場合との比較） 

 △616,620 千円  △634,620 千円 
― 

△41,108 千円/年 △42,308 千円/年
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５ まとめ 

 

 今後は更に環境に配慮した、より効果的・効率的な新しい技術開発がなされ

ていくものと考えられますが、引き続き研究していくことが求められます。 
 なお、これらの維持修繕にかかる費用だけでなく、大谷処理場の委託業務に

ついても、人員配置の適正化、薬品等の購入などについても見直しを行い、ラ

ンニングコストの削減など適切な管理計画をもとに運転管理をしていくこと

が求められています。 
 また、将来的に現施設は老朽化により使用困難になることが確実なため、次

の将来計画について平成２６年度からコンサルタントを入れて実施に向けて

の具体的な検討を進めていく必要があると考えます。 
 
◎検討経過（市町村衛生主管課長等会議開催及び先進地視察） 
 開催日等・場所 検 討 事 項 
第１回 

会 議 

5 月 17 日（金） 

相楽会館 
検討スケジュール及び検討内容について 

第２回 

会 議 

7 月 30 日（火） 

相楽会館 
長寿命化のための方策の検討について 

先進地 

視 察 

8 月 8 日（木） 

桜井市衛生センター 
施設規模縮小改修工事について 

第３回 

会 議 

8 月 27 日（火） 

相楽会館 

長寿命化に向けての検討、類似施設の調査につ

いて 

先進地 

視 察 

9 月 6 日（金） 

下市町紫水苑 
施設規模縮小改修工事について 

第４回 

会 議 

12 月 2 日（月） 

相楽会館 
長寿命化に向けての報告書（案）について 

第５回 

会 議 

1 月 14 日（火） 

相楽会館 
長寿命化に向けての報告書について 

広域圏 

幹事会 

1 月 17 日（金） 

相楽会館 
長寿命化に向けての報告書について（報告） 

定 例 

理事会 

1 月 20 日（月） 

相楽会館 
長寿命化に向けての報告書について（報告） 
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